
苦情相談の傾向分析の結果について
（2019年度上半期）
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苦情相談の傾向分析の方法等

合計：40,025件※1 （このうち、約1/3の13,343件を無作為抽出し、分類・整理を実施）
内訳：①ＰＩＯ－ＮＥＴ※2（パイオネット：全国の消費生活センター等で受付）：34,040件 （このうち11,347件について分類・整理を実施）

②総務省（電気通信消費者相談センターや各総合通信局等で電話受付）：4,444件 （このうち1,482件について分類・整理を実施）
③総務省（Ｗｅｂ受付）：1,541件 （このうち514件について分類・整理を実施）

※１ 傾向分析の作業を効率的に進めるため、ＰＩＯ－ＮＥＴ分の苦情相談については、2019年11月１日時点で登録された記録を対象としたため、次頁の
苦情相談総件数とは一致しない。

※２ ＰＩＯ－ＮＥＴ（全国消費生活情報ネットワークシステム）：国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する
相談情報を蓄積しているデータベース。消費生活センター等からの経由相談は含まれない。

●：複数選択項目 ○：単一選択項目

傾向分析の対象とした苦情相談件数

対象期間等

分類項目

分類・整理は、総務省において設定した独自の分類項目により実施。

●サービス種類（ＭＮＯ※１、ＭＶＮＯ※１ 、ＦＴＴＨ、ケーブルテレビインターネット 等）
○発生チャネル(苦情相談の要因となった販路又は応対場所 等)（キャリアショップ、量販店、電話勧誘、訪問販売、コールセンター 等）
○事業者名
○店舗名又は代理店名※２ ○相談者（契約者）の属性（年代等）
●苦情相談の項目・観点（通信料金の支払、解約の条件・方法、通信契約の加入・変更手続き、通信以外の商品・サービス・コンテ

ンツの料金・内容、勧められて事業者等を乗換／新規契約 等） ※最大３つまで計上

●発生要因（申告者の認識との不一致、契約解除の手続き、通信料金・割引の説明不足、事業者の信用度への不安、契約先事業
者についての説明不足 等） ※最大３つまで計上

○要望内容（契約解除、返金・支払い免除、事業者対応の改善、契約状況の確認、事業者信用度の確認、制度・政策の改善 等）

○発生時期（契約初期※３、利用中、解約時、解約後 等）

※１：事業者名をもとに判別。 ※２：実際には判別困難なものが多い ※３：おおむね、工事前又は契約書面到着後８日以内。

2019年４月～2019年９月の期間の苦情相談情報を対象に実施。
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全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）に寄せられた件数※１と

総務省における総受付件数※２ （電気通信消費者相談センター及び総合通信局等の受付件数）

電気通信サービスに係る苦情相談総件数（年度別）（PIO-NET/総務省） 2

○ 2019年度上半期に全国の消費生活センター及び総務省で受けた苦情相談件数は、前年同期と比較して８．２％増
加した。

○ 苦情相談件数は、2015年度をピークとして2016、2017年度は減少に転じていたが、2018年度から増加に転じてい
る。
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PIO-NET 総務省

△10.1% ＋1.8％

今回の分析の対象

※１ PIO-NET登録分について、2012～2018年度は、各翌年度４月30日までに登録された件数。上半期で比較している数値は、その年度の１月１日までに登録された件数。受付と登録には時間差がある
ため、件数は今後増減する可能性がある。

PIO-NETにおける「電気通信サービスに係る苦情相談」とは、PIO-NET用の商品別分類「R81 電報・固定電話」、「R82 移動通信サービス」、「R84 インターネット通信サービス」のいずれかが
登録されたデータを指す。

※２ 総務省受付分については速報値となる。また、2016年度以降の件数にはホームページでの受付分（2016年７月受付開始）を含む。

+8.2%



34.5%

30.8%

4.5%

1.4%

5.8%

FTTHサービス

MNOサービス

MVNOサービス

ケーブルテレビ

インターネットサービス

プロバイダ

（分離型ISP 等）

3,234万

（前年同期：3,071万）

1億6,028万

（同：1億5,624万）

2,298万

（同： 1,988万）

－

396万
（同： 392万）

音声付
等

2.3%

※2

※ 上記の他、その他固定系
※3

：21.6%、その他移動系
※4

：5.9%

2019年度上半期 サービス種類別

○ ＰＩＯ－ＮＥＴ及び総務省で受け付けた苦情相談総受付件数のうち、約１／３を無作為抽出して分類・整理を行ったところ、
各サービス種類別の内訳は以下のとおり。ＦＴＴＨサービスの比率が最も高く、その次にＭＮＯサービスの比率が高い。

N=13,343 期間：2019．4～2019．9月
※1:総務省「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表（2019年度第2四半期（9月末））」（2019.12.20）より、引用。

2019年9月末時点の契約数。法人契約等も含まれるため、一般消費者からの通常の苦情相談の対象となるサービス範囲とは必ずしも一致しない。
※2：FTTH回線と一体的に提供されるISPサービスが「プロバイダ」のみに計上されている可能性がある。
※3：「その他固定系」には、固定電話、ＩＰ電話、インターネットサイト（ex：知らぬ間にインターネット通販の有料会員になっていた）、ＰＣの保守管理等に関するもの等が含まれている。
※4：「その他移動系」には、提供事業者が不明の移動通信サービスやスマホアプリ等に関するものが含まれている。
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データ
専用

2.2％

＜参考＞※1

契約数（2019.9末時点）



35.6%
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6.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

ＦＴＴＨサービス

ＭＮＯサービス

ＭＶＮＯサービス

ケーブルテレビ

インターネットサービス

プロバイダ

（分離型ISP等） 2018.4～2018.9 2019.4～2019.9

※1

サービス種類別 2018年（４～９月）・2019年（４～９月）総量 比較

○ 2019年度は、前年同期と比較して、ＭＶＮＯ（音声通話付等）、プロバイダ、ケーブルテレビインターネットの各サービスの
苦情相談が減少した一方、ＦＴＴＨ、ＭＮＯ、ＭＶＮＯ（データ通信専用）の各サービスは増加している。

注：複数選択（一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目に計上）のため、合計は必ずしも１００％にならない。
※１：FTTH回線と一体的に提供されるISPサービスが「プロバイダ」のみに計上されている可能性がある。
※２：「その他固定系」には、固定電話、ＩＰ電話、インターネットサイト（ex：知らぬ間にインターネット通販の有料会員になっていた）、ＰＣの保守管理等に関するもの等が含まれている。
※３：「その他移動系」には、提供事業者が不明の移動通信サービスやスマホアプリ等に関するものが含まれている。
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2018.4～9月の総件数（約38,261件）を100％とする相対的な比率（推定値）

データ専用
1.7%

データ専用
2.3%

＊ 上記の他、その他固定系※２：(2018)16.4%、(2019)22.6%
その他移動系※３：(2018)6.8%、(2019)6.2%

音声付等
3.2%

音声付等
2.4％

※上段（水色）は2018年度上半期の比率。
下段（赤色）は2019年度上半期の件数を2018年度の総件数を100％として
表した相対的な比率。

▲2.7％
データ通信専用：+39.8%
音声通話付等：▲25.0％

▲8.9％

▲1.1％

＋9.3％

＋1.5%



ＭＮＯ（2019年度上半期）



店舗（ｷｬﾘｱｼｮｯﾌﾟ）

45.5%

店舗（不明、その他） 6.2%店舗（量販店） 5.2%

コールセンター

7.4%電話勧誘 2.9%

訪問販売 1.5%

通信販売（web） 1.0%

通信販売（電話） 0.4%

工事関連 0.2%

不明、その他

29.5%

苦情相談の要因となったチャネル【ＭＮＯ】 6

○ 発生チャネルとして最も多いのは、「店舗（キャリアショップ）」（45.5％）であり、量販店等を含めた「店舗」が過半
（56.9％）を占める。

※ 「店舗」計：56.9％

Ｎ＝4,104
期間：2019.4～2019.9



苦情相談の項目・観点【ＭＮＯ】

※一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
項目・観点が不明なものはグラフから除外している。
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○ 「通信料金の支払」に関する苦情相談が最も多く、「解約の条件・方法」、「事業者等の相談窓口の応対」が続く。

Ｎ＝4,104
期間：2019.4～2019.9
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

利用開始時期・工事

期間拘束契約、自動更新

ネットワークの品質

通信速度制限、利用制限

制度・政策

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

オプション等の勧誘

インターネットサービス利用上のトラブル

勧められて端末を追加購入

端末故障・使い勝手等

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

接客態度等、販売勧誘以外の応対

勧められて事業者等を乗換／新規契約

通信契約の加入・変更手続き

事業者等の相談窓口の応対

解約の条件・方法（解約費用等）

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

（参考） 昨年度（上半期）は、①通信料金の支払い（心当たりのない請求等）（19.0%）
②解約の条件・方法(解約料等)（18.4%）
③通信契約の加入・変更手続き（12.8%） が上位３位。

（事例(一例)）
・ 高額な利用料を請求されたが、なぜそ
うなっているのかわからない。
・ 長時間通話により請求が高額になっ
ているが、覚えがない。

（事例(一例)）
・２年以上前の契約で解約時の違約金
を請求されることに不満。

・契約時の説明に誤りがあったため解
約したいが、違約金を取られるのが不
満。

（事例(一例)）
・担当者により説明内容が異なって
おり不満。

・わからないことがあって問い合わせ
たが、教えてもらえなかった。
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8.6%
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12.9%

13.1%

16.4%

23.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

長時間説明

継続的な勧誘

広告・表示

契約者の失念（申告者が認めた場合のみ）

書面交付その他（記載不備、分かりにくい等）

勧誘方法一般

法定説明事項（通信料金・解約条件等を除く）の説明不足

不利益事項の説明洩れ

制度政策・事実関係の質問

電話応答（繋がりにくい等）

解約ができない

契約後の不十分な情報提供

事務・業務の誤処理

虚偽の案内・断定的判断による案内

その他意見・要望

不十分な契約意思の確認

契約先事業者についての説明不足（自己の名称等を告げない勧誘等）

従業員・職員の態度

通信契約の解約条件等の説明不足

オプション等を含む誤案内・案内不足一般

契約者ニーズとの不一致（不要な契約締結等）

事業者の信用度への不安

通信料金・割引の説明不足

契約解除の手続き（解約費用や方法への不満等）

申告者の認識との不一致（認識していない料金請求等）

発生要因（申告内容からの推測）【ＭＮＯ】 8

○ 「申告者の認識との不一致」に起因すると考えられる苦情相談が最も多く、「契約解除の手続き」、
「通信料金・割引の説明不足」が続く。

Ｎ＝4,104
期間：2019.4～2019.9

（事例(一例)）
・解約されていると思ったが解約さ
れておらず、料金を請求された。

・毎月の支払額や違約金が説明を
受けたものと違う。

（事例(一例)）
・解約を申し出たら違約金が必要と言
われたが納得できない。
・ 解約したら高額な端末残債を請求さ
れたが聞いていない。

（事例(一例)）
・料金が安くなると言われて契約を変
更したが、高くなった。

・料金が高額になっているが、内訳を
教えてもらえない。

（参考） 昨年度（上半期）は、①申告者の認識との不一致（認識していない料金請求等）（24.5%）
②契約解除の手続き（解約費用や方法への不満等）（17.9%）
③通信料金・割引の説明不足 （17.5%） が上位３位。

※ 一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
発生要因が不明なものは、グラフから除外している。

項目・観点の内訳は次頁



（参考）「申告者の認識との不一致」の内訳（項目・観点）【ＭＮＯ】 9

○ 「申告者の認識との不一致」を発生要因とする苦情相談の内訳をみると、「通信料金の支払」に関する苦情相談
が最も多く（60.4％）、「解約の条件・方法」（14.0％）、「通信料金の設定水準等」（11.5％）が続く。

Ｎ＝962
期間：2019.4～2019.9

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

0.9%

1.0%

1.8%

2.9%

3.4%

4.0%

5.6%

7.2%

10.3%

10.4%

10.8%

11.5%

14.0%

60.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

制度・政策

ネットワークの品質

利用開始時期・工事

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

期間拘束契約、自動更新

通信速度制限、利用制限

オプション等の勧誘

インターネットサービス利用上のトラブル

勧められて端末を追加購入

端末故障・使い勝手等

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

接客態度等、販売勧誘以外の応対

事業者等の相談窓口の応対

通信契約の加入・変更手続き

勧められて事業者等を乗換/新規契約

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

解約の条件・方法（解約費用等）

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

※ 一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
項目・観点が不明なものは、グラフから除外している。



利用中

57.3%

契約初期
12.5%

解約後
10.2%

解約時
8.1%

利用停止中 1.3%
不明、その他

10.6%

発生時期等【ＭＮＯ】 10

○ 「利用中」に生じた苦情相談が最も多く、「契約初期」、「解約後」が続く。

Ｎ＝4,104
期間：2019.4～2019.9



要望内容（契約初期・利用中の内訳）【ＭＮＯ】

契約初期の内訳（要望内容） 利用中の内訳（要望内容）

11

○ 契約初期の苦情相談では「契約解除」を求める苦情相談の比率が最も高い。
○ 利用中の苦情相談は、「事業者対応の改善」を求める苦情相談の比率が最も高い。

Ｎ＝515
期間：2019.4～2019.9

契約解除

39.8%

事業者対応の改善

26.6%

返金・支払い免除
5.4%

事業者信用度の確認
7.2%

契約状況の確認
2.5%

要望なし／相談時に
は解決済み 3.3%

行政指導・行政処分等
1.9%

連絡先の提供 1.4%

通信品質・速度の向上等
0.4%

制度・政策の改善
0.8%

その他

10.7%
事業者対応の改善

25.0%

契約解除

18.2%

返金・支払い免除
16.4%

契約状況の確認
5.8%

事業者信用度の確認
5.1%

要望なし／相談時に

は解決済み 4.3%

制度・政策の改善
3.5%

行政指導・行政処分等
2.1%

通信品質・速度の向上等
1.5%

連絡先の提供 1.0%
その他

17.1%

N=2,350
期間：2019.4～2019.9



ＭＶＮＯ（2019年度上半期）



店舗（不明、その他）

12.1%

店舗（量販店）

10.2%

店舗（ｷｬﾘｱｼｮｯﾌﾟ）

9.9%

電話勧誘

11.9%

コールセンター

10.9%

通信販売

（web）

10.4%訪問販売 1.5%

通信販売（電話）

0.5%

工事関連 0.3%

不明、その他

32.2%

苦情相談の要因となったチャネル【ＭVＮＯ】 13

N=605
期間：2019.4～2019.9

音声通話付等：4.5%
データ通信専用：6.0%

音声通話付等：0.3%
データ通信専用：1.2%

音声通話付等：7.9%
データ通信専用:2.0%

音声通話付等：0.0%
データ通信専用：0.5%

音声通話付等:5.6%
データ通信専用：6.4%

音声通話付等：3.3%
データ通信専用：8.6%

音声通話付等：5.3%
データ通信専用：5.0%

音声通話付等：4.6%
データ通信専用：6.3%

音声通話付等：0.2%
データ通信専用：0.2%

音声通話付等：18.8%
データ通信専用：13.4%

○ 発生チャネルとしては、「店舗」の比率が最も高く（32.2％）、「電話勧誘」（11.9％）、「コールセンター」（10.9％）、
「通信販売（web）」（10.4％）が続く。

※ 「店舗」計：32.2％
音声通話付等：18.8％
データ通信専用：13.4％



0.7%

1.0%

1.7%

1.8%

3.0%

3.1%

3.3%

3.8%

5.3%

5.5%

5.5%

6.8%

7.6%

11.1%

15.9%

16.9%

19.3%

31.6%

0.7%

0.3%

1.5%

0.5%

0.5%

1.3%

2.0%

0.3%

1.0%

3.5%

4.0%

3.0%

5.3%

5.5%

8.3%

11.2%

6.9%

10.7%

0.0%

0.7%

0.2%

1.3%

2.5%

1.8%

1.3%

3.5%

4.3%

2.0%

1.5%

3.8%

2.3%

5.6%

7.6%

5.6%

12.4%

20.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

制度・政策

期間拘束契約、自動更新

オプション等の勧誘

利用開始時期・工事

ネットワークの品質

勧められて端末を追加購入

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

通信速度制限、利用制限

インターネットサービス利用上のトラブル

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

端末故障・使い勝手等

接客態度等、販売勧誘以外の応対

通信契約の加入・変更手続き

事業者等の相談窓口の応対

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

勧められて事業者等を乗換／新規契約

解約の条件・方法（解約費用等）

音声通話付等 データ通信専用

苦情相談の項目・観点【ＭVＮＯ】 14

※ 一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
項目・観点が不明なものはグラフから除外している。

（事例(一例)）
＜音声通話付等＞
・専用のアプリを通していなかったため、高額な通話料金を請求された。納得できない。
＜データ通信専用＞
・解約したはずの料金が請求され続けている。

（事例(一例)）
＜音声通話付等＞

・「今契約するとキャンペーンで３か月後に数千円キャッシュバッ
クする」と説明されたので格安SIMを契約したが、３か月経っても
キャッシュバックがない。
＜データ通信専用＞

・光回線よりも月額が安くなると言われて据置型ルーターによる
無線通信サービスを契約したが、思ったよりも通信速度が遅い。

○ 「解約の条件・方法」に関する苦情相談が最も多く、「勧められて事業者等を乗換／新規契約」、「通信料金の支払」、
「事業者等の相談窓口の応対」、「通信契約の加入・変更手続」に関する苦情相談が続く。データ通信専用については、
特に「解約の条件・方法」の苦情相談が多い。

（事例(一例)）
＜音声通話付等＞

・期待したほど料金が安くならないので解約したが、
違約金を請求され不満。
＜データ通信専用＞

・通信速度が遅く使いづらいので解約したい。違約金
の負担なく解約可能か。

・説明されていたより高い違約金を請求されていて納
得できない。

N=605
期間：2019.4～2019.9

（参考） 昨年度（上半期）は、①解約の条件・方法（解約費用等）（27.1%）
②通信料金の支払（心当たりのない請求等）（16.9%）
③勧められて新規に契約（14.0%） が上位３位。



0.0%
0.3%
1.5%
1.7%
1.8%
1.8%
2.1%
2.1%
2.1%

2.8%
3.8%
4.0%
4.1%

4.6%
5.1%

6.4%
8.3%
8.4%

9.4%
10.1%

10.6%
13.1%

16.9%
19.7%

24.6%

0.0%

0.2%

1.0%

1.3%

0.5%

1.7%

0.5%

1.3%

1.2%

1.2%

2.3%

2.1%

2.5%

2.3%

3.5%

4.1%

3.5%

4.6%

2.5%

4.3%

5.6%

4.3%

9.9%

10.7%

7.8%

0.0%

0.2%

0.5%

0.3%

1.3%

0.2%

1.7%

0.8%

1.0%

1.7%

1.5%

1.8%

1.7%

2.3%

1.7%

2.3%

4.8%

3.8%

6.9%

5.8%

5.0%

8.8%

6.9%

8.9%

16.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

長時間説明

継続的な勧誘

契約者の失念（申告者が認めた場合のみ）

制度政策・事実関係の質問

勧誘方法一般

書面交付その他（記載不備、分かりにくい等）

法定説明事項（通信料金・解約条件等を除く）の説明不足

事務・業務の誤処理

広告・表示

不利益事項の説明洩れ

不十分な契約意思の確認

意見・要望

契約後の不十分な情報提供

虚偽の案内・断定的判断による案内

従業員・職員の態度

オプション等を含む誤案内・案内不足一般

解約ができない

通信料金・割引の説明不足

電話応答（繋がりにくい等）

契約先事業者についての説明不足

契約者ニーズとの不一致（不要な契約締結等）

通信契約の解約条件等の説明不足

申告者の認識との不一致（認識していない料金請求等）

事業者の信用度への不安

契約解除の手続き（解約費用や方法への不満等）

音声通話付等

データ通信専用

発生要因（申告内容からの推測）【ＭVＮＯ】 15

※ 一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
発生要因が不明なものはグラフから除外している。

（事例(一例)）
＜音声通話付等＞

・思っていたより料金が高いので、解約し
たい。解約方法を教えて欲しい。

・解約処理をしたと思っていたが、出来て
おらず、料金請求されている。
＜データ通信専用＞

・通信速度が遅く解約したいが、高額な違
約金を請求され不満だ。

・違約金を払わず解約したいが、方法はあ
るか。

○ 「契約解除の手続き」、「事業者の信用度への不安」、「申告者の認識との不一致」に起因すると考えられる苦情相
談が多い。データ通信専用については、「契約解除の手続き」に起因する苦情相談が多い。

N=605
期間：2019.4～2019.9

（参考） 昨年度（上半期）は、①契約解除の手続き（解約費用や方法への不満等）（29.6%）
②申告者の認識との不一致（認識していない料金請求等）（24.1%）
③事業者の信用度への不安（17.3%） が上位３位。

（事例(一例)）
＜音声通話付等＞
・料金が未納になっているとのSMSが届いたが、心当たりが
ない。どうしたら良いか。
＜データ通信専用＞
・Wi-Fiルーターを契約したが、後で事業者について調べる
と評判が悪いようなので解約したい。

（事例(一例)）
＜音声通話付等＞
・高額な通話料金が請求され驚いている。
＜データ通信専用＞
・Wi-Fiルーターを契約すると、別途月々数千円かかることが分かった。

項目・観点の
内訳は次頁



（参考）「申告者の認識との不一致」の内訳（項目・観点）【ＭVＮＯ】 16

N=605
期間：2019.4～2019.9

1.0%

1.0%

1.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.9%

2.9%

3.9%

4.9%

6.9%

7.8%

8.8%

9.8%

13.7%

19.6%

55.9%

0.0%

1.0%

0.0%

1.0%

1.0%

2.0%

0.0%

2.9%

2.0%

2.0%

3.9%

0.0%

2.9%

3.9%

9.8%

12.7%

17.6%

1.0%

0.0%

1.0%

1.0%

1.0%

0.0%

2.9%

0.0%

2.0%

2.9%

2.9%

7.8%

5.9%

5.9%

3.9%

6.9%

38.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

オプション等の勧誘

ネットワークの品質

期間拘束契約、自動更新

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

通信速度制限、利用制限

端末故障・使い勝手等

勧められて端末を追加購入

利用開始時期・工事

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

接客態度等、販売勧誘以外の応対

インターネットサービス利用上のトラブル

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

通信契約の加入・変更手続き

事業者等の相談窓口の応対

勧められて事業者等を乗換／新規契約

解約の条件・方法（解約費用等）

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

音声通話付等

データ通信専用

○ 「申告者の認識との不一致」を発生要因とする苦情相談の内訳をみると、 「通信料金の支払」に関する苦情相談が
最も多く（55.9％）、「解約の条件・方法」（19.6％）、「勧められて事業者等を乗換／新規契約」（13.7％）に関する苦情相
談が続く。

※ 一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
項目・観点が不明なものはグラフから除外している。



発生時期等【ＭVＮＯ（音声通話付等）】 17

N=306
期間：2019.4～2019.9

○ ＭＶＮＯサービスのうち、音声通話付等については、「利用中」に生じた苦情相談が最も多く、「契約初期」が続く。

利用中
52.0%

契約初期
12.7%※

解約時
7.8%

解約後
7.8%

勧誘時（検討
時） 2.0%

利用停止中
2.0%

不明、その他
15.7%

※ MVNO音声通話付サービスの初期契約解除制
度導入（2018年10月）前後における契約初期の
苦情割合（件数）の推移は次のとおり。
・2018年度上半期：20.3％（80件）
・2018年度下半期：15.0％（73件）
・2019年度上半期：12.7％（39件）



要望内容（契約初期・利用中の内訳）【ＭVＮＯ（音声通話付等）】 18

契約初期の内訳（要望内容） 利用中の内訳（要望内容）

N=159
期間：2019.4～2019.9

○ 音声通話付等については、契約初期においては、「契約解除」を求める苦情相談の比率が最も高く、
利用中においては、「事業者対応の改善」を求める苦情相談の比率が最も高い。

N=39
期間：2019.4～2019.9

契約解除その他
30.8%

事業者対応の改善

15.4%

返金・支払い免除
12.8%

契約解除と返金
12.8%

契約状況の確認
10.3%

行政指導・行政処分等
5.1%

契約解除と乗換え元への復帰
2.6%

その他

10.3%
事業者対応の改善

20.1%

返金・支払い免除

18.9%

契約解除その他
15.1%

事業者信用度の確認
8.8%

契約状況の確認 7.5%

要望なし／相談時には解決済み
5.0%

行政指導・行政処分等
1.9%

契約解除と返金 1.9%

制度・政策の改善 1.3%

連絡先の提供 0.6%

通信品質改善 0.6%

通信速度改善 0.6%

その他 17.6%



発生時期等【ＭVＮＯ（データ通信専用）】 19

○ ＭＶＮＯサービスのうち、データ通信専用については、「利用中」に生じた苦情等が最も多く、「契約初期」が続く。

N=299
期間：2019.4～2019.9

利用中

42.5%

契約初期

21.1%

解約時
15.1%

解約後
11.0%

勧誘時（検討時） 4.3%

利用停止中 1.7%

不明、その他 4.3%



要望内容（契約初期・利用中の内訳）【ＭVＮＯ（データ通信専用）】 20

○ データ通信専用については、 「契約解除」を求める比率が、契約初期において非常に高く、利用中においても最も高
い。

契約初期の内訳（要望内容）

N=63
期間：2019.4～2019.9

利用中の内訳（要望内容）

N=127
期間：2019.4～2019.9

契約解除その他

68.3%

事業者対応の改善 7.9%

契約状況の確認 4.8%

返金・支払い免除 3.2%

契約解除と返金 3.2%

連絡先の提供 1.6%

契約解除と乗換え元への復帰 1.6%

事業者信用度の確認 1.6% 通信速度改善 1.6% 要望なし／相談時には解決済み 1.6%

その他

4.8%

契約解除その他

36.2%

事業者対応

の改善

15.0%
返金・支払
い免除
7.9%契約解除と返金

4.7%

通信制限撤廃
3.9%

通信品質改善
3.1%

契約状況の確認
3.1%

要望なし／相談時
には解決済み

3.1%

行政指導・行政処分等
2.4%

契約解除と乗換え
元への復帰 2.4%

事業者信用度の確認 1.6%

通信速度改善 1.6%

その他 15.0%



ＦＴＴＨ（2019年度上半期）



苦情相談の要因となったチャネル【ＦＴＴＨ】

N=4,601
期間：2019.4~2019.9

○ 「電話勧誘」を発生チャネルとする苦情相談が、過半を占める。

電話勧誘

55.7%

訪問販売

7.7%

コールセンター
5.8％

店舗（ｷｬﾘｱｼｮｯﾌﾟ）
4.5%

工事関連 2.3%

店舗（不明、その他） 1.7%

通信販売（電話） 1.5%

店舗（量販店） 1.3%

通信販売（web）

0.7% 不明、その他

18.7%

22

※ 「店舗」計：7.5％



苦情相談の項目・観点【ＦＴＴＨ】<電話勧誘>

※ 一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
不明やその他はグラフから除外している。

N=2,564
期間：2019.4~2019.9

○ 電話勧誘を発生チャネルとする苦情相談（55.7％を占める）では、「勧められて事業者等を乗換／新規契約」
に関する苦情相談が大半を占め、「解約の条件・方法」が続く。

62.5%

18.3%

12.1%

7.3%

6.2%

5.4%

5.4%

3.5%

2.4%

1.2%

0.8%

0.7%

0.6%

0.4%

0.3%

0.3%

0.2%

0.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

勧められて事業者等を乗換／新規契約

解約の条件・方法（解約費用等）

通信契約の加入・変更手続き

オプション等の勧誘

事業者等の相談窓口の応対

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

接客態度等、販売勧誘以外の応対

利用開始時期・工事

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

ネットワークの品質

インターネットサービス利用上のトラブル

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

端末故障・使い勝手等

勧められて端末を追加購入

期間拘束契約、自動更新

制度・政策

通信速度制限、利用制限

23

事例（一例）
・昨日、工事費用は掛からないので固定電話を光回
線にしないかと電話勧誘を受けたが、会社名や名前
を答えようとせず、不審だ。
・90代の父がパソコンを持っていないのに電話勧誘
で光回線の契約をさせられていた。悪質な販売方法
だ。

事例（一例）
・光卸回線の解約を再三業者に伝えているが、なか
なか手続きしてくれず不満。早く解約して欲しい。
・電話勧誘で契約した光回線を解約するために違約
金の振り込みが必要だが、振込用紙が送付されず
解約手続きが遅延している。

事例（一例）
・実家の父が「アナログ回線が使えなくなる、工事も
無料」と電話勧誘を受け、光回線の契約をしたが、工
事費用が発生している。
・複数の光卸回線業者と契約してしまった。電話で話
しただけでも契約になるのか。必要ないので解約した
い。

（参考） 昨年度（上半期）は、①勧められて事業者等を乗換え（42.6%）、
②解約の条件・方法（解約費用等）（23.5%)、
③勧められて新規に契約（15.3%） が上位３位。



発生要因（申告内容からの推測）【ＦＴＴＨ】<電話勧誘>

※一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
「その他意見・要望」は、単一選択の場合のみ計上。不明やその他はグラフから除外している。

○ 電話勧誘を発生チャネルとする苦情相談では、「事業者の信用度への不安」に起因すると考えられるものが最
も多く、続いて「契約事業者についての説明不足」、「契約解除の手続き」、「契約者ニーズとの不一致」に
起因すると考えられるものが多い。

N=2,564
期間：2019.4~2019.9

34.8%
19.0%

18.3%
18.3%

12.6%
12.2%

10.2%
10.1%

9.3%
8.2%

6.1%
5.5%

4.2%
4.1%

2.2%
2.1%
2.0%
2.0%

1.7%
1.6%
1.4%
1.4%

0.6%
0.2%
0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

事業者の信用度への不安

契約先事業者についての説明不足

契約解除の手続き（解約費用や方法への不満等）

契約者ニーズとの不一致（不要な契約締結等）

不十分な契約意思の確認

勧誘方法一般

通信料金・割引の説明不足

申告者の認識との不一致（認識していない料金請求等）

継続的な勧誘

虚偽の案内・断定的判断による案内

電話応答（繋がりにくい等）

通信契約の解約条件等の説明不足

オプション等を含む誤案内・案内不足一般

解約ができない

制度政策・事実関係の質問

不利益事項の説明洩れ

従業員・職員の態度

契約後の不十分な情報提供

意見・要望

法定説明事項（通信料金・解約条件等を除く）の説明不足

書面交付その他（記載不備、分かりにくい等）

契約者の失念（申告者が認めた場合のみ）

事務・業務の誤処理

長時間説明

広告・表示

事例（一例）
・代理店から電話で、現在の光回線事業者から契約
を変更しなくてはならないようなことを言われた。信
用できないが、本当か。
・「地域全体が光回線に切り替わる。切り替えの工事
に行ってもいいか？」と電話があったが本当か。

事例（一例）
・電話勧誘でインターネット回線業者を換えたが別
会社から二重契約になっていると言われた。自分の
契約状況が分からない。
・大手通信会社の関連会社と名乗る電話で勧誘さ
れ、光コラボレーションの契約をしたが翌日解約を
申出た。キャンセルできたか心配。

事例（一例）
・光回線が安くなると勧誘電話があり申込ん
だ後に悪徳業者とのネット情報を確認したた
め断りたいが業者に連絡がつかない。
・契約時に説明がなかった撤去工事費用が、
解約時にとられることがわかり、不満。
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（参考） 昨年度（上半期）は、①事業者の信用度への不安（34.4%）、
②契約解除の手続き（解約費用や方法への不満等）（26.2%)、
③契約先事業者についての説明不足（21.2%） が上位３位。



発生時期等【ＦＴＴＨ】<電話勧誘>

○ 電話勧誘を発生チャネルとする苦情相談では、「契約初期（事業者変更時を除く）」に生じたものが最も多く、「利用
中」に生じたものが続く。

〇 2019年７月から可能となった事業者変更※を行う際の苦情相談は9.4％を占める。

N=2,564 
期間：2019.4~2019.9

契約初期（事業者変更
時を除く） 51.2%

利用中
23.3%

事業者変更 9.4%※

解約後 3.8%

解約時（事業者変更時を除く）
3.5%

不明、その他 8.7%

※2019年７月から、光卸サービスについて、
電話番号及び光回線の継続利用を可能とす
る形式で、卸先事業者から他の卸先事業者
又はＮＴＴ東西へ事業者の変更を可能とす
る「事業者変更」が開始された。
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（注）「事業者変更」の中には、一部「転用」に係る苦情相談も含まれうる。



契約解除

41.8%

事業者信用度の確認

27.3%

事業者対応の改善
9.3%

契約状況の確認
4.0%

要望なし／相談時には
解決済み 3.3%

連絡先の提供 1.4%

行政指導・行政処分等
1.3%

返金・支払い免除
0.5%

制度・政策の改善
0.2%

その他

10.9%

契約解除

56.0%

事業者信用度の確認

11.2%

事業者対応の改善

9.0%

返金・支払い免除
7.5%

契約状況の確認 5.5%

要望なし／相談時には
解決済み 1.5%

連絡先の提供 0.8%

通信品質・速度の向上等 0.7%

行政指導・行政処分等
0.3% 制度・政策の改善 0.2%

その他

7.2%

要望内容（契約初期・利用中の内訳）【ＦＴＴＨ】<電話勧誘>

契約初期の内訳（要望内容） 利用中の内訳（要望内容）

○ 電話勧誘を発生チャネルとする苦情相談のうち、契約初期の要望内容をみると、「契約解除」を求めるものが半数
近い。
また、利用中の苦情相談の要望内容においては、「契約解除」を求めるものの割合がさらに高く半数以上を占める。

N=598
期間：2019.4~2019.9

N=1,313
期間：2019.4~2019.9
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光コラボ事業者

54.3%

その他

45.7% 電話勧誘

44.4%

コールセンター8.3%店舗（ｷｬﾘｱｼｮｯﾌﾟ） 8.0％

訪問販売 6.3%

工事関連 3.0%

店舗（不明、その他） 2.4%

店舗（量販店） 1.9%

通信販売（電話） 1.2%

通信販売（web） 1.2%

不明、その他

23.3%

N=1,929
期間：2019.4~2019.9

（参考）光コラボ事業者に係る苦情相談

○ ＦＴＴＨサービス全体の苦情相談のうち、光コラボ事業者（ＮＴＴ東西から卸電気通信役務の提供を受けている事業者）
に係る苦情は過半を占めると推測される。

N=1,929
期間：2019.4~2019.9

ＦＴＴＨの苦情相談で名前の挙がった事業者（苦情相談件数が多い事業者順に合
算し事業者不明を除く全件数の約９割になるまで計上）について、苦情相談件数
を把握し、「光コラボ事業者」と「その他事業者」に分類。
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発生チャネル

（注２）ただし、光コラボ事業者の中には光コラボ以外のサービスを提供する事業者も存在する。
（注１）光コラボ事業者については、ＮＴＴ東西の公表データに基づき抽出。



ＣＡＴＶ（2019年度上半期）



苦情相談の要因となったチャネル【ＣＡＴＶ】

N=185
期間：2019.4～2019.9

○ 「訪問販売」を発生チャネルとする苦情相談が最も多い。

訪問販売

27.0%

電話勧誘

18.9%

コールセンター
11.4％

工事関連 5.4%

店舗（不明、その他） 3.8%

店舗（ｷｬﾘｱｼｮｯﾌﾟ） 3.2%

店舗（量販店） 1.6%

通信販売（電話） 0.5%

通信販売（web） 0.5％

不明、その他

27.6%

29

※ 「店舗」計：8.6％



苦情相談の項目・観点【ＣＡＴＶ】

※ 一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
不明やその他はグラフから除外している。

N=185
期間：2019.4~2019.9

○ 「勧められて事業者等を乗換／新規契約」に関する苦情相談が最も多く、「解約の条件・方法」が続く。

37.8%

29.2%

11.4%

10.3%

10.3%

8.1%

8.1%

6.5%

5.9%

4.3%

3.8%

2.2%

1.6%

1.6%

1.6%

1.1%

0.5%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

勧められて事業者等を乗換／新規契約

解約の条件・方法（解約費用等）

事業者等の相談窓口の応対

通信契約の加入・変更手続き

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

利用開始時期・工事

接客態度等、販売勧誘以外の応対

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

オプション等の勧誘

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

端末故障・使い勝手等

勧められて端末を追加購入

ネットワークの品質

インターネットサービス利用上のトラブル

期間拘束契約、自動更新

通信速度制限、利用制限

制度・政策
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事例（一例）
・ＣＡＴＶ事業者がテレビの電波状況確認のため訪問
した。この際、「料金が安くなる」と光回線の勧誘をさ
れ契約したが料金が高くなった。解約したい。
・携帯電話の機種変更時にキャリアショップで勧めら
れたケーブルテレビ会社のネット回線契約をしたが、
通信速度が遅いため解約したい。

事例（一例）
・ケーブルテレビを３ヶ月前に退会。しかし先月、
先々月と口座から代金が引き落とされている。契約
先と連絡がつかず困っている。
・ケーブルテレビ業者の訪問勧誘がありネット回線
他を契約した。数日後に契約解除したにもかかわら
ず料金請求があり納得できず。

事例（一例）
・ケーブルテレビと通信契約を締結している。ネット
が接続できなくなり業者に連絡をするが繋がらない。
業者の窓口体制に問題あり。
・自身が入院するので、インターネット接続の契約
を１、２か月休止したいと業者に連絡した。担当者
により休止は出来ない、と言われたり、休止は出来
るが費用がかかると言われたり話がころころ変わる。



発生要因（申告内容からの推測）【ＣＡＴＶ】

※一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
「その他意見・要望」は、単一選択の場合のみ計上。不明やその他はグラフから除外している。

○ 「事業者の信用度への不安」に起因すると考えられるものが最も多く、続いて「契約解除の手続（解約費用や方法
への不満等）」に起因すると考えられるものが多い。

N=185
期間：2019.4～2019.9

26.5%

23.2%

13.5%

13.5%

11.9%

10.3%

9.7%

9.2%

8.1%

6.5%

4.9%

4.3%

3.8%

3.8%

3.2%

3.2%

2.7%

2.7%

2.2%

2.2%

1.6%

1.6%

1.6%

0.0%

0.0%

事業者の信用度への不安

契約解除の手続き（解約費用や方法への不満等）

契約先事業者についての説明不足

通信料金・割引の説明不足

通信契約の解約条件等の説明不足

申告者の認識との不一致（認識していない料金請求等）

オプション等を含む誤案内・案内不足一般

契約者ニーズとの不一致（不要な契約締結等）

虚偽の案内・断定的判断による案内

電話応答（繋がりにくい等）

不十分な契約意思の確認

勧誘方法一般

継続的な勧誘

解約ができない

意見・要望

不利益事項の説明洩れ

事務・業務の誤処理

書面交付その他（記載不備、分かりにくい等）

契約後の不十分な情報提供

従業員・職員の態度

法定説明事項（通信料金・解約条件等を除く）の説明不足

契約者の失念（申告者が認めた場合のみ）

制度政策・事実関係の質問

長時間説明

広告・表示
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事例（一例）
・「ケーブルテレビの点検に行く」と電話があり、夫
が承諾したら実際は新たな通信回線の勧誘だった。
・マンション管理組合だが、管理会社が居住者に
ケーブルテレビ業者の光回線セット説明会を開き
たいという。この業者の信用性は。

事例（一例）
・地元のケーブルテレビと光電話の契約をしたが解約
をしたい。事業者に電話したが返事がこない。どうした
らよいか。
・自宅の固定電話の契約先をケーブルテレビ事業者
に変更する際に、ケーブルテレビ事業者の電話が開
通してから元の事業者との契約を解除するように案内
されていた。しかし、開通が遅かったために元の会社
との契約を解除にあたり、解約料が発生した。不満。



発生時期等【ＣＡＴＶ】

○ 「利用中」に生じた苦情相談が最も多く、「契約初期」、「解約時」が続く。

N=185
期間：2019.4～2019.9

利用中

37.8%

契約初期

25.9%

解約時 12.4%

解約後 7.0%

利用停止中 1.6%
その他、不明

15.1%

32



要望内容（契約初期・利用中の内訳）【ＣＡＴＶ】

契約初期の内訳（要望内容） 利用中の内訳（要望内容）

○ 契約初期及び利用中の苦情相談の要望内容をみると、いずれも「契約解除」を求めるものが最も多い。

N=70
期間：2019.4~2019.9

N=48
期間：2019.4~2019.9

契約解除
39.6%

事業者信用度の確認
25.0%

事業者対応の改善
12.5%

契約状況の確認
10.4%

返金・支払い免除
2.1%

要望なし／相談
時には解決済み

2.1%

連絡先の提供 2.1%

行政指導・行政処分等 2.1%
その他 4.2%

契約解除
31.4%

返金・支払い免除
21.4%

事業者信用度の確認
11.4%

事業者対応の改善
8.6%

契約状況の確認
5.7%

要望なし／相談時
には解決済み

2.9%

通信品質・速度の
向上等 1.4%

行政指導・行政処分等
1.4%

その他
15.7%
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個別課題に関する分析



（１）通信速度等に関する苦情相談



3.8%

通信速度等に関する苦情相談【MNO】【MVNO】比較（2019年度上半期） 36

ＭＮＯ ＭＶＮＯ

＜項目・観点に占める割合※＞

※2019年度上半期における苦情相談の総件数のうち「ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア」、「ネットワークの品質」のいずれかが選択（複数選択の場合は重複排除）
された苦情・相談件数の割合。

N=4,104
期間：2019.4～2019.9

○ 通信速度等に関しての苦情の割合（※）をＭＮＯとＭＶＮＯで比較すると、ＭＶＮＯにおいて、ＭＮＯと比べて比率としては
2.6％多く（約１．７倍）生じているが、その乖離は減少しつつある。

（参考）2018. 4～2018.9では4.1%
2018.10～2019.3では3.6%

6.4%

N=605
期間：2019.4～2019.9（参考）2018. 4～2018.9では10.9%

2018.10～2019.3では9.2%



（２）高齢者の苦情相談



＜携帯電話注１＞
利用動向での比率

＜MNO＞
苦情相談での比率

＜MVNO＞
苦情相談での比率

20代～50代 65.5%（66.2％） 61.0%（62.0％） 73.6%（73.6％）
60代 16.7%（18.1％） 16.7%（16.5％） 13.6%（13.6％）
70代 12.3%（11.2％） 16.9%（15.0％） 9.6%（9.6％）

80代以上 5.5%（4.6％） 5.4%（5.8％） 2.8%（2.8％）

年齢別苦情相談 （2019年度上半期）

N=3,240（2,819）

N=3,978（4,031）

（注）苦情相談と通信利用の状況の比較は、同一調査ではなく調査時点も異なり、かつ、苦情相談の元データには年代が不明である記録も含まれる（※）
ため、あくまで参考である。
※ 下表の比率算出に当たっては除外している。

注１：通信利用の状況（年代別）での比率は、総務省「平成30年通信利用動向調査」の次の結果に基づき算出。
携帯電話：携帯電話（スマートフォン、ＰＨＳを含む。）を保有する20代以上の個人
FTTH：自宅でパソコン等から光ファイバー回線によりインターネットを利用する世帯の世帯主

注２：20歳未満については、年齢区分が両調査で合致しないため表中に掲げていないが、MNOについて、通信利用の状況（年代別）での13-19歳の比率が7.8%で
あるのに対し、苦情相談での10代の比率は0.6%である。 （いずれも20代以上の総数を100%とした場合）

N=572（572）

○ 年代別の苦情相談の状況を、通信利用の状況（年代別）と照らしあわせると、ＦＴＴＨサービスについては、70代以上の
年代において顕著に高い割合となっている。

〇 ＭＮＯサービスについては、70代において相対的に高い割合となっている。
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＜FTTH注１＞
利用動向での比率

＜FTTH＞
苦情相談での比率

20代～50代 61.7%（65.0％） 47.1％（49.6％）
60代 21.4%（20.0％） 21.2％（22.4％）
70代 12.1%（10.8％） 22.3％（20.2％）

80代以上 4.8%（4.1％） 9.3％（7.5％）
※ 括弧内は、前年同期の件数・比率
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○ 全ての年代で「通信料金の支払」に関する苦情相談の割合が最も高く、70代以上では50代以下に比べてその割合
は高くなっている。「勧められて事業者を乗換／新規契約」に関する苦情相談は高齢世代ほど割合が高くなっている。

0.8%
1.2%
1.3%
1.5%
1.5%

2.6%
3.1%
3.4%

4.0%
5.9%

7.0%
8.9%

11.6%
12.2%

13.1%
15.7%

18.8%
23.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

制度・政策

期間拘束契約、自動更新

利用開始時期・工事

ネットワークの品質

通信速度制限、利用制限

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

インターネットサービス利用上のトラブル

オプション等の勧誘

勧められて端末を追加購入

端末故障・使い勝手等

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

接客態度等、販売勧誘以外の応対

勧められて事業者等を乗換／新規契約

通信契約の加入・変更手続き

事業者等の相談窓口の応対

解約の条件・方法（解約費用等）

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

0.0%
0.4%

1.1%
1.7%
2.0%
2.2%
2.6%
3.0%

4.1%
8.3%
8.3%
8.7%

9.6%
12.8%

13.5%
14.1%

20.4%
23.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

制度・政策

利用開始時期・工事

通信速度制限、利用制限

ネットワークの品質

期間拘束契約、自動更新

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

インターネットサービス利用上のトラブル

オプション等の勧誘

勧められて端末を追加購入

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

端末故障・使い勝手等

接客態度等、販売勧誘以外の応対

勧められて事業者等を乗換／新規契約

事業者等の相談窓口の応対

通信契約の加入・変更手続き

解約の条件・方法（解約費用等）

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

0.0%
0.2%
0.5%
0.9%
0.9%
0.9%
1.3%

2.6%
3.3%

6.0%
8.9%
9.5%

11.1%
11.1%

12.6%
16.6%

19.3%
26.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

制度・政策

利用開始時期・工事

ネットワークの品質

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

通信速度制限、利用制限

期間拘束契約、自動更新

インターネットサービス利用上のトラブル

オプション等の勧誘

勧められて端末を追加購入

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

接客態度等、販売勧誘以外の応対

事業者等の相談窓口の応対

通信契約の加入・変更手続き

端末故障・使い勝手等

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

勧められて事業者等を乗換／新規契約

解約の条件・方法（解約費用等）

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

0.0%
0.0%
0.0%
0.6%
0.6%
0.6%

1.7%
1.7%

4.6%
4.6%

5.7%
9.2%

13.2%
13.8%

15.5%
18.4%

20.1%
26.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

期間拘束契約、自動更新

利用開始時期・工事

制度・政策

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

通信速度制限、利用制限

ネットワークの品質

オプション等の勧誘

インターネットサービス利用上のトラブル

勧められて端末を追加購入

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

接客態度等、販売勧誘以外の応対

端末故障・使い勝手等

通信契約の加入・変更手続き

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

事業者等の相談窓口の応対

解約の条件・方法（解約費用等）

勧められて事業者等を乗換／新規契約

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

20代～50代
Ｎ=1,978

60代
Ｎ=540

70代
Ｎ=548

80代以上
Ｎ=174



70代

22.7%

60代

21.1%

80代
8.0％

90代
0.5%

50代 17.2%

40代 12.6%

30代 5.5%

20代 1.9%

不明、その他 10.6％

年齢別苦情割合【ＦＴＴＨ】<電話勧誘>

N=2,564
期間：2019.4~2019.9

○ FTTHサービスの「電話勧誘」を発生チャネルとする苦情相談のうち、60代以上からの苦情が過半（５２．２％）を占め
る。

〇 ＦＴＴＨサービスの「電話勧誘以外」を発生チャネルとする60代以上からの苦情相談の割合が37.6％であることと
比べると、電話勧誘に係る苦情相談における60代以上の割合は顕著に高い状況にある。

電話勧誘以外電話勧誘

40

※60代以上の合計52.2％
※60代以上の合計37.6％

70代

15.1%

60代

14.9%

80代
7.3％

90代
0.3%

50代
15.6%

40代

14.8%

30代 9.0%

20代 5.9%

不明、その他

10.6％

N=2,037
期間：2019.4~2019.9



63.0%
13.9%

13.0%
7.9%

6.9%
6.5%

3.2%
2.3%
2.3%

1.4%
0.9%
0.9%
0.5%
0.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

勧められて事業者等を乗換／新規契約

解約の条件・方法（解約費用等）

通信契約の加入・変更手続き

オプション等の勧誘

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

利用開始時期・工事

接客態度等、販売勧誘以外の応対

事業者等の相談窓口の応対

ネットワークの品質

勧められて端末を追加購入

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

制度・政策

60.1%
14.4%

13.2%
8.2%

5.3%
5.0%
4.8%

2.7%
2.6%

1.0%
1.0%
0.7%
0.5%
0.5%
0.5%
0.3%
0.2%
0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

勧められて事業者等を乗り換え／新規契約
解約の条件・方法（解約費用等）

通信契約の加入・変更手続き
オプション等の勧誘

事業者等の相談窓口の応対
通信料金の支払（心当たりのない請求等）
通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

接客態度等、販売勧誘以外の応対
利用開始時期・工事
ネットワークの品質

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容
制度・政策

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア
期間拘束契約、自動更新

インターネットサービス利用上のトラブル
端末故障・使い勝手等

通信速度制限、利用制限
勧められて端末を追加購入

61.5%
21.7%

12.6%
7.4%

6.5%
6.3%

5.0%
4.8%

2.4%
0.7%
0.7%
0.6%
0.4%
0.4%
0.4%
0.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

勧められて事業者等を乗換／新規契約

解約の条件・方法（解約費用等）

通信契約の加入・変更手続き

オプション等の勧誘

事業者等の相談窓口の応対

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

接客態度等、販売勧誘以外の応対

利用開始時期・工事

端末故障・使い勝手等

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

勧められて端末を追加購入

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

ネットワークの品質

インターネットサービス利用上のトラブル

期間拘束契約、自動更新

66.0%
20.7%

10.7%
7.0%
6.6%

5.5%
5.2%

3.1%
2.1%

1.2%
0.8%
0.8%
0.6%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

勧められて事業者等を乗換／新規契約
解約の条件・方法（解約費用等）

通信契約の加入・変更手続き
事業者等の相談窓口の応対

オプション等の勧誘
通信料金の支払（心当たりのない請求等）
通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

接客態度等、販売勧誘以外の応対
利用開始時期・工事

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容
ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

ネットワークの品質
インターネットサービス利用上のトラブル

勧められて端末を追加購入
通信速度制限、利用制限
期間拘束契約、自動更新
端末故障・使い勝手等

年齢別苦情相談の項目・観点【ＦＴＴＨ】<電話勧誘>

○ 全ての年代において、「勧められて事業者等を乗換/新規契約」という苦情相談の割合が最も多い。
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60代
Ｎ=540

20代～50代
Ｎ=953

70代
Ｎ=582

80代以上
Ｎ=216



（３）事業者変更に関する苦情相談

2019年７月から、光卸サービスについて、電話番号及び光回線の継続利用を可能とする形式で、卸先事業
者から他の卸先事業者又はＮＴＴ東西へ事業者の変更を可能とする「事業者変更」が開始された。
2015年にＮＴＴ東西から、ＮＴＴ東西より卸電気通信役務の提供を受けた事業者へ事業者の変更を可能と
する「転用」が開始してから、「転用」サービスにかかる不適切な営業に関する苦情相談が多数寄せられ
てきたことも踏まえ、「事業者変更」に関する苦情相談について分析を実施した。

（注）



苦情相談の要因となったチャネル【ＦＴＴＨの事業者変更時】

N=383
期間：2019.4~2019.9

○ 2019年７月から可能となった事業者変更時の苦情相談の内訳をみると、「電話勧誘」を発生チャネルとする苦情相
談が、過半を占める。
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電話勧誘

62.7%

訪問販売

11.0%

コールセンター 5.2％

店舗（ｷｬﾘｱｼｮｯﾌﾟ）5.0%

通信販売（電話） 2.9%

店舗（不明、その他） 1.3%

店舗（量販店） 1.0%

工事関連 0.8%

通信販売 0.3％

不明、その他

9.9%



苦情相談の項目・観点【ＦＴＴＨの事業者変更時】

※ 一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
不明やその他はグラフから除外している。

N=383
期間：2019.4~2019.9

○ ＦＴＴＨの事業者変更時を発生時期とする苦情相談では、「勧められて事業者等を乗換／新規契約」に関する苦情相
談が過半を占め、「解約の条件・方法」が続く。

81.7%

21.4%

10.4%

8.4%

5.0%

4.7%

3.9%

3.4%

1.8%

1.0%

1.0%

0.8%

0.8%

0.8%

0.5%

0.5%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

勧められて事業者等を乗換／新規契約

解約の条件・方法（解約費用等）

通信契約の加入・変更手続き

事業者等の相談窓口の応対

利用開始時期・工事

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

接客態度等、販売勧誘以外の応対

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

期間拘束契約、自動更新

インターネットサービス利用上のトラブル

オプション等の勧誘

ネットワークの品質

端末故障・使い勝手等

勧められて端末を追加購入

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

通信速度制限、利用制限

制度・政策
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事例（一例）
・５カ月前、安くなると言われて光卸回線の契約先を
変更したがオプション契約が含まれ逆に高くなった。
元に戻して欲しい。
・現在契約中の光コラボ事業者を名乗る勧誘があ
り、安くなると説明を受け契約したが、別の光コラボ
事業者との契約であり料金も高額だった。

事例（一例）
・Ａ社の光卸回線からＢ社に契約を移った。Ｂ社の契
約時に何も手続きはいらないとの事だったがＡ社に
解約料が必要と言われ不納得。
・光回線の事業者変更を行ったが、前の契約先から
違約金の請求がきた。

事例（一例）
・同居父が契約した光コラボを別の光コラボへ移行
予定。現在契約を結んでいる事業者が迅速に事業
者変更承諾番号を発行しない。嫌がらせのようで、
不満。
・母が電話勧誘され光回線の契約先事業者を変更し
た結果、プロバイダも勝手に変更されてしまい、現在
のメールアドレスが使用できなくなってしまった。



発生要因（申告内容からの推測）【ＦＴＴＨの事業者変更時】

※一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
「その他意見・要望」は、単一選択の場合のみ計上。不明やその他はグラフから除外している。

○ ＦＴＴＨの事業者変更時を発生時期とする苦情相談では、「契約解除の手続き（解約費用や方法への不満等）」に起
因すると考えられるものが最も多く、続いて「契約先事業者についての説明不足」、「事業者の信用度への不安」に
起因すると考えられるものが多い。

N=383
期間：2019.4~2019.9
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28.2%
22.7%

22.5%
19.6%

15.4%
13.1%

12.0%
11.2%

9.7%
9.7%

6.3%
5.5%

5.0%
4.7%

3.9%
2.1%
2.1%

1.8%
1.8%
1.8%
1.8%

0.8%
0.5%

0.0%
0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

契約解除の手続き（解約費用や方法への不満等）

契約先事業者についての説明不足

事業者の信用度への不安

契約者ニーズとの不一致（不要な契約締結等）

申告者の認識との不一致（認識していない料金請求等）

通信料金・割引の説明不足

オプション等を含む誤案内・案内不足一般

不十分な契約意思の確認

通信契約の解約条件等の説明不足

虚偽の案内・断定的判断による案内

電話応答（繋がりにくい等）

解約ができない

勧誘方法一般

契約後の不十分な情報提供

不利益事項の説明洩れ

事務・業務の誤処理

従業員・職員の態度

法定説明事項（通信料金・解約条件等を除く）の説明不足

継続的な勧誘

書面交付その他（記載不備、分かりにくい等）

契約者の失念（申告者が認めた場合のみ

意見・要望

制度政策・事実関係の質問

長時間説明

広告・表示

事例（一例）
・光回線の契約先を変更するので現在契約中の
事業者から「事業者変更承認番号」を取得する
必要があるが、旧業者がスムーズに回答をしな
い。
・自宅の情報通信環境を別の業者に変えたら、
元の業者の解約金が高くて困っている。

事例（一例）
・電話で契約中の通信会社と思わせるような言いぶ
りの勧誘があり契約したが、実は違う会社だったこ
とが分かり解約希望。
・電話勧誘で光回線の勧誘を受けたところ、契約し
ていた会社の契約変更だと思ったが違う会社の契
約だった。

事例（一例）
・料金が安くなると電話勧誘を受け、光回線を他
社に乗り換えたが、料金が安くならず、高くなっ
た。業者に対し不信感がある。
・３ヶ月前、光回線の契約内容を変更。その後
ネットがつながらなくなった。変更時の注意事項
を伝えるべきだと思う。



契約解除
39.6%

事業者信用度の確認
25.0%

事業者対応の改善 12.5%

契約状況の確認
10.4%

返金・支払い免除 2.1%

要望なし／相談時には解決済み 2.1%

連絡先の提供 2.1%
行政指導・行政処分

等 2.1%

要望内容【ＦＴＴＨの事業者変更時】

○ ＦＴＴＨの事業者変更時を発生時期とする苦情相談のうち、その要望内容をみると、「契約解除」を求めるものが最も
多く、続いて「事業者信用度の確認」を求めるものが多い。

N=383
期間：2019.4~2019.9
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（４）法人契約に関する苦情相談

苦情傾向分析の対象となる苦情は、全国の消費生活センター、総務省電気通信消費者相談センター、及び
総務省各総合通信局等で受け付ける苦情相談等であり、これらの窓口では主に「消費者」を対象とした苦
情相談等を取り扱っているため、本分析はあくまでも参考値として取り扱う。

（注２）「法人契約」については、ＰＩＯ－ＮＥＴにおいては、「契約当事者の職業等」が「自営・自由業」、
「企業・団体」となっているものを「法人契約」に係る苦情相談として計上し、総務省受付分においては、
苦情相談の申告者が法人であるものを「法人契約」に係る苦情相談として計上。

（注１）



電話勧誘

59.7%

訪問販売 8.5%

コールセンター 6.7%

店舗（ｷｬﾘｱｼｮｯﾌﾟ） 2.9%

通信販売（電話） 2.1%

工事関連 2.1%

店舗（不明、その他）

0.9%

通信販売（web） 0.8%

店舗（量販店） 0.6%

不明、その他

15.6%

法人からの苦情相談件数の推移・要因となったチャネル【ＦＴＴＨ】

○ 総務省電気通信消費者相談センターに寄せられた法人からの苦情相談件数（2019年4～９月）は、145件で全件
数（4,444件）の３．３％。 ※2018年４月～９月は180件で全件数（4202件）の4.3％

○ ＰＩＯ－ＮＥＴに寄せられた法人からの苦情相談及び総務省で受け付けた法人からの苦情相談では、ＦＴＴＨに関す
るものが45.3％と最も多く、その発生チャネルとしては「電話勧誘」が最も多い。
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法人からの苦情相談の発生チャネル【ＦＴＴＨ】
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法人による苦情相談件数とその割合

件数 割合
出典：総務省消費者相談センターに寄せられた苦情・相談案件（2019年４月～11月分）を集計・分析

N=655
期間：2019.4~2019.9

（注）「法人契約」については、PIO-NETにおいては、「契約当事者
の職業等」が「自営・自由業」、「企業・団体」となっている
ものを「法人契約」に係る苦情相談として計上し、総務省受付
分においては、苦情相談の申告者が法人であるものを「法人契
約」に係る苦情相談として計上。



苦情相談の項目・観点【法人契約】

○ 「勧められて事業者等を乗換／新規契約」に関する苦情相談が最も多く、「解約の条件・方法」が続く。

Ｎ＝1,446
期間：2019.4～2019.9 ※ 一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各３項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。

項目・観点が不明なものは、グラフから除外している。
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0.8%

0.9%

1.0%

1.5%

1.9%

2.9%

3.3%

3.5%

4.6%
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22.4%

33.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

制度・政策

通信速度制限、利用制限

期間拘束契約、自動更新

勧められて端末を追加購入

ネットワークの品質

ネットワークの繋がりやすさ、繋がるエリア

端末故障・使い勝手等

利用開始時期・工事

インターネットサービス利用上のトラブル

通信料金の設定水準等（高額過ぎる等）

オプション等の勧誘

接客態度等、販売勧誘以外の応対

通信以外の商品・サービス・コンテンツの料金・内容

事業者等の相談窓口の応対

通信契約の加入・変更手続き

通信料金の支払（心当たりのない請求等）

解約の条件・方法（解約費用等）

勧められて事業者等を乗換／新規契約
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事例（一例）
・電話勧誘で経営している店舗の光回線料金が
安くなるといわれて契約したが、高くなった。
・高齢の家族が電話勧誘で光回線の契約をして
しまったが解約したい。

事例（一例）
・光回線の解約をしたいが、電話がつながらず解約
できない。
・店舗で使っていた光回線を解約したいが、高額な
違約金が掛かるといわれ不満。

事例（一例）
・契約した覚えのない光回線事業者からの請求書が
届いたがどうすれば良いか。
・解約したはずの光回線の請求書が届いた。
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意見・要望

契約者の失念（申告者が認めた場合のみ）

法定説明事項（通信料金・解約条件等を除く）の説明不足

不利益事項の説明洩れ

制度政策・事実関係の質問

書面交付その他（記載不備、分かりにくい等）

事務・業務の誤処理

契約後の不十分な情報提供

従業員・職員の態度

オプション等を含む誤案内・案内不足一般

継続的な勧誘

解約ができない

虚偽の案内・断定的判断による案内

通信契約の解約条件等の説明不足

勧誘方法一般

電話応答（繋がりにくい等）

通信料金・割引の説明不足

不十分な契約意思の確認

契約先事業者についての説明不足

契約者ニーズとの不一致（不要な契約締結等）

契約解除の手続き（解約費用や方法への不満等）

申告者の認識との不一致（認識していない料金請求等）

事業者の信用度への不安

発生要因（申告内容からの推測）【法人契約】 50

○ 「事業者信用度への不安」に起因すると考えられる苦情相談が最も多く、「申告者の認識との不一致」、
「契約解除の手続き」が続く。

※ 一件の苦情相談で複数の項目に該当するものがあれば、各項目（最大３項目）に計上しているため、合計は必ずしも100%にならない。
発生要因が不明なものは、グラフから除外している。

Ｎ＝1,446
期間：2019.4～2019.9

事例（一例）
・代理店から「今の回線のままでは使えなくなる」
との勧誘を受けたが本当か。
・光回線の勧誘の電話が何度もかかってくる。詳
細な説明もなく不審だ。

事例（一例）
・電話勧誘を受けて光回線を契約したが、高額なオ
プションが付けられており、説明もなかった。
・光回線の乗換費用を負担するといわれて乗り換え
たが、費用を支払ってもらえない。

事例（一例）
・光回線の解約を申し出たら説明を受けていない高
額な違約金を請求された。
・スマートフォンを契約したが不要なので違約金を支
払わすに解約したい。


	苦情相談の傾向分析の結果について�（2019年度上半期）
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	ＭＮＯ（2019年度上半期）
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	ＭＶＮＯ（2019年度上半期）
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	ＦＴＴＨ（2019年度上半期）
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	ＣＡＴＶ（2019年度上半期）
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	個別課題に関する分析
	（１）通信速度等に関する苦情相談
	スライド番号 37
	（２）高齢者の苦情相談
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	（３）事業者変更に関する苦情相談
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	（４）法人契約に関する苦情相談
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	スライド番号 51

